
市議会だより 207 号（４）

◆
議
案
第
２
号

　

龍
ケ
崎
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
が
改
正
さ
れ
、
職
員
の
派

遣
等
を
行
う
対
象
と
な
る
事
務
が
、

「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
措
置
」
か
ら
「
特
定
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
」
へ
と
拡
大
さ
れ
、

併
せ
て
、
そ
の
派
遣
さ
れ
た
職
員
に

支
給
す
る
手
当
の
名
称
も
変
更
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
本
条
例
に
お
い
て
規

定
す
る
同
様
の
名
称
、
引
用
条
項
に

つ
い
て
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
３
号

　

龍
ケ
崎
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
内

容
を
定
め
る
国
の
通
知
が
改
正
さ

れ
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
研
修
修
了
予
定
者
の

範
囲
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本

条
例
に
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
も
同

様
に
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
４
号

　

龍
ケ
崎
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
う
も

の
で
、
本
条
例
に
お
い
て
引
用
す
る

同
法
の
条
項
に
ず
れ
が
生
じ
た
た

め
、
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
５
号

　

龍
ケ
崎
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
に
係
る
電
子
証
明
書
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
搭
載
が
可
能
と

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
等
の
多
機
能
端
末
機
で
の

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

に
加
え
、
同
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使
用
に
よ
る
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本

条
例
の
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

◆
議
案
第
７
号

　

龍
ケ
崎
市
官
製
談
合
再
発
防
止
対

策
検
討
委
員
会
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
３
月
に
発
覚
し
た
、
本

市
に
お
け
る
官
製
談
合
防
止
法
違
反

事
件
の
調
査
及
び
再
発
防
止
策
検
討

の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
製
談
合
再

発
防
止
対
策
検
討
委
員
会
に
つ
い

て
、
昨
年
３
月
に
調
査
報
告
書
を
提

出
し
、
そ
の
後
、
未
確
定
で
あ
っ
た

元
副
市
長
の
判
決
も
本
年
３
月
に
確

定
し
た
こ
と
か
ら
、
一
定
の
役
割
を

完
了
し
た
も
の
と
考
え
、
本
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
８
号

　

市
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

消
防
団
の
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積

載
車
４
台
の
更
新
に
係
る
合
計
購
入

価
格
が
、「
議
会
の
議
決
に
付
す
べ

き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分

に
関
す
る
条
例
」
第
３
条
に
規
定
す

る
金
額
「
２
千
万
円
」
以
上
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を
求
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑や討論の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を 11 ページに掲載し
ています。

本会議
▼
第
３
回
定
例
会
（
９
月
）

　▲小型動力ポンプ付積載車を更新します　

を開催します
　　　　　　　　　　　　　　　　

日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所
　令和５年 11 月 18 日（土曜日）10 時から　　　　八原コミュニティセンター 1 階多目的室（藤ケ丘 1-21-14）
　令和５年 11 月 18 日（土曜日）14 時から　　　　馴柴コミュニティセンター 1 階多目的室（馴柴町 21- １）

議 会 報 会告
議会における審査状況の報告や市議会議員との意見交換を行います。皆様のご来場をお待ちしております。

※本年度は、午前と午後の２回に分けて開催します



◆
議
案
第
13
号

　

工
事
等
請
負
契
約
に
関
す
る
議
決

事
件
の
変
更
に
つ
い
て

　
（
龍
ケ
崎
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

整
備
事
業
）

　

令
和
２
年
第
４
回
定
例
会
に
お
い

て
議
決
を
受
け
た
、
龍
ケ
崎
市
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
に
つ
い

て
、
契
約
額
の
変
更
が
必
要
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
改
め
て
議
会
の
議
決
を

求
め
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
14
号

　

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　

開
発
行
為
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
龍

ケ
崎
市
字
寺
後
内
の
道
路
に
つ
い

て
、
道
路
法
第
８
条
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
新
た
に
市
道
に
認
定
す

る
た
め
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

で
す
。

◆
議
案
第
15
号　

令
和
４
年
度
龍
ケ

崎
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
に
つ

い
て

　

歳
入
総
額
３
１
３
億
８
２
６
０
万

１
７
８
２
円
に
対
し
、
歳
出
総
額
は
、

２
９
４
億
１
０
３
１
万
６
６
８
０
円

と
な
り
、
歳
入
歳
出
差
引
額
は
、
19

億
７
２
２
８
万
５
１
０
２
円
と
な
る

も
の
で
す
。

◆
議
案
第
22
号　

　

令
和
５
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）
に
つ
い
て

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
、
そ
れ
ぞ
れ
５
億
５
５
８
９
万
８

千
円
を
追
加
し
、
総
額
を
２
９
１
億

１
３
９
９
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

（
主
な
事
業
等
）

・
モ
デ
ル
地
区
内
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ

設
置
事
業

・
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
促
進

事
業

◎
質
疑

伊
藤
議
員　

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

着
用
促
進
事
業
に
つ
い
て
、
補
助
金

の
対
象
者
、
金
額
、
周
知
方
法
に
つ

い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

総
務
部
長　

対
象
者
は
、
年
齢
制
限

を
設
け
ず
龍
ケ
崎
市
内
に
在
住
し
自

転
車
を
利
用
す
る
市
民
全
て
で
す
。

　

金
額
は
、
先
進
自
治
体
で
の
事
例

や
市
場
価
格
を
勘
案
し
、
上
限
２
千

円
と
設
定
し
、
あ
わ
せ
て
、
市
内
の

自
転
車
安
全
整
備
店
で
整
備
を
受
け

た
り
、
自
転
車
用
損
害
賠
償
保
険
に

加
入
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円

の
補
助
を
加
算
す
る
こ
と
と
し
て
お

◆
議
案
第
７
号

　

龍
ケ
崎
市
官
製
談
合
再
発
防
止
対

策
検
討
委
員
会
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

令
和
３
年
３
月
に
発
覚
し
た
、
本

市
に
お
け
る
官
製
談
合
防
止
法
違
反

事
件
の
調
査
及
び
再
発
防
止
策
検
討

の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
製
談
合
再

発
防
止
対
策
検
討
委
員
会
に
つ
い

て
、
昨
年
３
月
に
調
査
報
告
書
を
提

出
し
、
そ
の
後
、
未
確
定
で
あ
っ
た

元
副
市
長
の
判
決
も
本
年
３
月
に
確

定
し
た
こ
と
か
ら
、
一
定
の
役
割
を

完
了
し
た
も
の
と
考
え
、
本
条
例
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
８
号

　

市
有
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　

消
防
団
の
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積

載
車
４
台
の
更
新
に
係
る
合
計
購
入

価
格
が
、「
議
会
の
議
決
に
付
す
べ

き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分

に
関
す
る
条
例
」
第
３
条
に
規
定
す

る
金
額
「
２
千
万
円
」
以
上
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を
求
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

（５）市議会だより 207 号

り
、
最
大
で
３
千
円
と
な
り
ま
す
。

　

事
業
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
市
の

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲

載
、
各
種
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
は
じ
め
、
小
・

中
学
校
及
び
企
業
向
け
の
交
通
安
全

教
室
や
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等

の
際
、
チ
ラ
シ
等
を
用
い
て
広
く
市

民
へ
周
知
し
て
ま
い
り
ま
す
。

金
剛
寺
議
員　

道
路
改
良
事
業
に
つ

い
て
、
市
道
第
１
ー
12
号
線
舗
装
修

繕
工
事
の
内
容
を
伺
い
ま
す
。

都
市
整
備
部
長　

市
道
第
１
ー
12
号

線
は
藤
ケ
丘
２
丁
目
付
近
か
ら
貝
原

塚
町
を
経
由
し
、
牛
久
市
女
化
町
方

面
に
続
く
路
線
で
あ
り
、
比
較
的
交

通
量
の
多
い
路
線
と
な
り
ま
す
。

　

工
事
内
容
は
、
道
路
利
用
者
よ
り

大
型
車
と
の
擦
れ
違
い
に
苦
慮
し
て

い
る
と
の
ご
意
見
を
多
数
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
工
事
区
間
の
途

中
で
安
全
に
車
両
の
擦
れ
違
い
が
で

き
る
よ
う
、
待
避
所
の
新
設
を
は
じ

め
、
交
通
安
全
対
策
の
追
加
や
工
事

施
工
に
必
要
な
仮
設
道
路
の
設
置
箇

所
な
ど
、
事
業
計
画
の
一
部
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

　▲自転車用ヘルメットの購入に
　　あたり、補助金を交付します

◆
議
案
第
９
号　

　

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
（
令
和
５
～
６
年
度
（
仮
称
）
新

保
健
福
祉
施
設
建
設
工
事
（
建
築
工

事
））
に
つ
い
て

◆
議
案
第
10
号　

　
（
令
和
５
～
６
年
度
（
仮
称
）
新

保
健
福
祉
施
設
建
設
工
事
（
電
気
設

備
工
事
）
に
つ
い
て

◆
議
案
第
11
号　

　
（
令
和
５
～
６
年
度
（
仮
称
）
新

保
健
福
祉
施
設
建
設
工
事
（
機
械
設

備
工
事
）
に
つ
い
て

　
（
仮
称
）
新
保
健
福
祉
施
設
の
建

設
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
、
工
事
請

負
額
が
「
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に

関
す
る
条
例
」
第
２
条
に
規
定
す
る

「
１
億
５
千
万
円
」
以
上
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

◆
議
案
第
12
号

　

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
（
４
繰
国
補
社
総
交
第
25-

１
号

佐
貫
３
号
線
地
盤
改
良
工
事
（
Ｃ
工

区
））
に
つ
い
て

　

佐
貫
３
号
線
地
盤
改
良
工
事
（
Ｃ

工
区
）
に
つ
い
て
、
同
じ
く
工
事
請

負
額
が
「
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に

関
す
る
条
例
」
第
２
条
に
定
め
る
基

準
額
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

意見書を提出しました

※意見書の内容は、市議会ホームページに掲載しています

　龍ケ崎市議会は、令和 5 年 9 月 19 日付で下記の意見書を国に提出しました。

令和５年意見書第１号
教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書


